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の把握後の作業転換・職場

復帰などの対応方法を検討

するとしています。 

このうち（１）について

は、具体的には、労働安全

衛生法に基づく定期健康診

断において、労働者が不利

益を被らないように配慮を

しつつ、効果的にメンタル

ヘルス不調者を把握する方

法について検討していくと

しています。 

また、（２）については、

メンタルヘルス不調者の把

握後、会社による労働時間

の短縮、作業の転換、休業、

職場復帰等の対応が適切に

行われるように、外部機関

の活用や医師の確保に関す

る制度等について検討して

いくとしています。 

 

◆企業としての対応が急務 

労働基準監督署では、平

成 22 年度においては、「メ

ンタルヘルス対策の具体的

な取組みについての事業場

への指導・助言」を特に強

化する方針を示していま

す。 

企業としても、メンタル

ヘルス不調者が発生しない

ための取組み、仮に不調者

が発生してしまった場合の

対応に関してのルール作り

（「休職制度」「職場復帰制

度」「リハビリ勤務制度」等

の規定化）など、対応が急

務となっている状況です。 

 

 

７月の税務と労務の手続

［提出先・納付先］ 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額

の納付＜1 月～6 月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 勤労青少年旅客運賃割引

証交付申請書の提出＜7

月 11 日～8月 20 日＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開

始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始して

いる場合＞［労働基準監督

署］ 

12 日 

○ 労働保険の今年度の概算

保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の

提出期限 

［都道府県労働局または

労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年の月額算定基

礎届の提出期限＜7 月 1

日～12 日＞［年金事務所

または健保組合］ 
15 日 

○ 所得税予定納税額の減額

承認申請＜6 月 30 日の現

況＞の提出［税務署］ 

○ 身障者・高齢者・外国人雇

用状況報告書の提出［公共

職業安定所］ 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付

＜第 1期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 固定資産税＜都市計画税

＞の納付＜第 2 期分＞［郵

便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業 4 日未満、4 月～6

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払

報告書の提出 

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報告

書の提出 

［公共職業安定所］ 

 

 

 

 

当事務所よりひとこと 
 

●労務・人事管理、給与計算、

就業規則見直し、労基署・社

保事務所の調査の立会いに

ついて、疑問やご質問はお気

軽にお問い合わせ下さい 

 

 

 

 

り精神的苦痛が大きいなどと

しているためです。 

 

◆給付金額に大きな差 

労働者に後遺症が残った場

合に支給される給付につい

て、症状や傷の程度に応じて

「１級」から「14 級」までの

障害等級が定められていま

す。 

今回のケースでは、「11 級」

の認定となるため、223 日分

を一時金として１回支給され

るだけですが、仮に「７級」

と認定された場合は、平均賃

金の 131 日分が年金として生

涯にわたり支給されることに

なります。そのため、性別だ

けで給付金額に大きな格差が

生じることは著しく不合理で

あると判断されたといえま

す。 

 

◆埋まりつつある男女差 

障害補償は本来、障害によ

る「逸失利益」を補償する意

味合いが強く、交通事故など

の損害補償をめぐる裁判でも

広く争われており、かつては

顔の傷に関して男性の場合は

ほとんど認められていません

でした。しかし、最近では憲

法 14 条（法の下の平等）に反

するとの司法判断が出始めて

います。 

国は、今回の訴訟について

 社会保険労務士・行政書士 

 

望月綜合法務事務所便り 
 

控訴を断念したようであり、

これに関連して、厚生労働省

は、今年度中に労災保険の障

害等級表を見直す方針を示し

ています。 

 

 

「メンタルヘルス対策」

をめぐる動き 
 

◆ストレス社会の中で 

日本における自殺者数は、

近年３万人を超える数で推移

していますが、そのうち約

2,500 人の原因・動機は「勤務

問題」によるものだとされて

います。また、精神障害等に

よる労災認定件数も増加傾向

にあり、仕事や職業生活に強

いストレスを感じている労働

者は約６割に上るとの調査結

果もあるようです。厚生労働

省の調査では、うつ病患者を

含む「気分障害」の患者は 100

万人を超えているそうです。 

そのような状況の中、厚生

労働省に設置された「職場に

おけるメンタルヘルス対策検

討会」（学者、医師、弁護士等

で構成）が、５月下旬に初め

ての会合を開きました。 

◆今後検討される内容 

この検討会においては、

（１）メンタルヘルス不調者

を把握する方法（２）不調者

労災における「障害認定

の男女差」見直しへ 
 

◆京都地裁の判断 

労災で顔や首に大やけどを

負った男性が、「女性よりも

労災の障害等級が低いのは男

女平等を定めた憲法に反す

る」として、国の等級認定の

取消しを求めていた訴訟で、

京都地方裁判所は「合理的な

理由なく性別による差別的扱

いをしており、憲法 14 条に違

反する」として、国に認定の

取消しを命じる判決を下しま

した。 

 

◆男女間で障害等級の差 

報道によれば、男性は勤務

先で作業中、溶けた金属が作

業服に燃え移って大やけどを

負いました。顔や胸、腹など

に跡が残ったため、他の症状

を併合して労災認定を申請

し、労働基準監督署は男性の

障害等級を「11 級」と認定し

ました。 

労災保険の障害等級表で

は、「外貌に著しい醜状を残

すもの」として、顔などにけ

がが残った場合、男性の等級

を「12 級」、女性の等級を「７

級」と規定しています。これ

は、容姿に著しい傷跡が残っ

た場合、女性のほうが男性よ
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